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森林整備保全事業設計要領 新旧対照表

改 正 後 現 行

北海道森林管理局森林整備保全事業設計要領（林道事業）の制定について 北海道森林管理局森林整備保全事業設計要領（林道事業）の制定について

平成23年３月31日付け22北森二第26号 平成23年３月31日付け22北森二第26号
北海道森林管理局長から各森林管理（支）署長あて 北海道森林管理局長から各森林管理（支）署長あて

〔最終改正〕令和３年３月19日２北森二第51号 〔最終改正〕令和元年９月９日元北森二第13号

北海道森林管理局森林整備保全事業設計要領（林道事業）を別紙のとおり制定し、平成23 北海道森林管理局森林整備保全事業設計要領（林道事業）を別紙のとおり制定し、平成23
年度以降に実施する事業から適用することとしたので、この要領に基づき適切に実施された 年度以降に実施する事業から適用することとしたので、この要領に基づき適切に実施された
い。 い。

第１章 全体計画・調査・設計 第１章 全体計画・調査・設計
［ 略 ］ ［ 略 ］

第２章 土 工 第２章 土 工
［ 略 ］ ［ 略 ］

第３章 路盤工 第３章 路盤工

Ⅰ 路盤工 Ⅰ 路盤工

１～５ ［ 略 ］ １～５ ［ 略 ］

［ 削る ］ （参考）路床排水工
路床排水工は次より計画することとする｡

(1) 設置条件
路床排水工は、次の全てに該当する場合に設けることとする｡

① 路床が岩以外である場合
② 下層路盤を設ける場合

(2) 設置位置等
路床排水工の設置位置等は、次によることとする｡

① 路床排水工の設置位置は、中心線延長 20ｍごとの間隔を目安とし、流末となる地山
の状況を考慮のうえ設置する。

② 排水箇所の横断面別には次を標準とする。
ア 片切片盛箇所で山側側溝がある場合は山側側溝へ排水し、山側側溝がない場合は
盛土法面への排水とするが、排水により洗掘されるので洗掘防止のため張芝工等に
より安定した地山へ導水して排水する。
イ 両切箇所である場合は、前後の横断面と縦断勾配を考慮して、排水が良好となる
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箇所とする。
ウ 全盛土となる場合は、次により排水する。
（ｱ）全盛土区間がおおよそ 10 ｍ以内で、かつ縦断勾配がある場合は、極力その箇所
に中心線延長 20 ｍごとの間隔となるよう工事延長全体で配置を調整して上記ア又
はイにより排水する。

（ｲ）上記（ｱ）以外の場合は、盛土法面が排水により洗掘されるので洗掘防止のため
張芝工等により安定した地山へ導水して排水する。

③ 横断排水施設を設ける場合は、横断溝から中心線延長で 20ｍ離れた箇所に路床排水
工を設けることとし、横断排水施設と同一箇所には設けない。

(3) 材料
路床排水は、内径 50mmの網状暗渠排水管を用いることとし、排水管の長さは計算に

より算出した下表を目安とし、２％程度の勾配を設けて敷設することとする。

（単位：cm）
※路床深さ 20cmの場合
※例えば、盛土側の１割２分であれば、路肩幅 25cmの場合(0.25+(0.20× 1.2))
× 1.02＝ 0.4998m、呑吐口を考慮して長さ 60cmとしている。

(4) 数量
ｍ単位とする。

６ ［ 略 ］ ６ ［ 略 ］

Ⅱ～Ⅲ ［ 略 ］ Ⅱ～Ⅲ ［ 略 ］

第４章 溝渠工 第４章 溝渠工

［ 略 ］ ［ 略 ］

第５章 土留工・擁壁工等 第５章 土留工・擁壁工等

Ⅰ 土留工・擁壁工の設計基準 Ⅰ 土留工・擁壁工の設計基準

区　分 法面勾配
　　　　　 路肩幅

25cm 30cm 50cm

切土（側溝あり） １割 50 60 －

盛　土　側
１割２分 60 － 80

１割５分 60 － 90
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１～ 16 ［ 略 ］ １～ 16 ［ 略 ］

17 基床工 ［ 新設 ］

擁壁工を施工する場合で岩盤以外の地盤においては、現地地盤の状況により、基礎とし
てフーチングの下に厚さ 15cm の良質な岩砕などを敷き並べることとする。（森林土木構造
物標準設計（擁壁編）P41、P79参照）

Ⅱ ［ 略 ］ Ⅱ ［ 略 ］

第６章 橋梁工 第６章 橋梁工

Ⅰ 橋梁の設計 Ⅰ 橋梁の設計

１～２ ［ 略 ］ １～２ ［ 略 ］

３ 上部構造 ３ 上部構造

（１）橋種 （１）橋種
橋種は、「林道必携技術編第9章橋梁（参考）橋桁の経済的支間長の目安」を基に、必 橋種は、下表を標準とし、支間長に応じて選定することとする。

要に応じて経済比較を行ったうえで選定することとする。 なお、支間長が12ｍ以下となる場合は、下部構造の規模、構造等との関連を十分に検
討することとする。

表［ 削る ］

（２）～（10） ［ 略 ］ （２）～（10） ［ 略 ］

４ ［ 略 ］ ４ ［ 略 ］

第７章 床掘・埋戻工 第７章 床掘・埋戻工

［ 略 ］ ［ 略 ］

第８章 法面保護工 第８章 法面保護工

［ 略 ］ ［ 略 ］
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第９章 道路付属施設 第９章 道路付属施設

Ⅰ 林道標識等 Ⅰ 林道標識等

１ 林道ゲート １ 林道ゲート
林道ゲートは、自動車道の利用の態様に応じて、起点及び終点が他の道路と接続する場 林道ゲートは、自動車道の利用の態様に応じて、起点及び終点が他の道路と接続する場

合に設置することを基本とする。なお、林道工事で設置する場合は、鋼製ゲート（Ⅰ型） 合に設置することを基本とする。
を基本とする。 林業専用道も同様とする。
林業専用道も同様とする。

２～５ ［ 略 ］ ２～５ ［ 略 ］

第 10章 仮設工 第 10章 仮設工

Ⅰ～Ⅱ ［ 略 ］ Ⅰ～Ⅱ ［ 略 ］

Ⅲ 共通仮設工 Ⅲ 共通仮設工

１～２ ［ 略 ］ １～２ ［ 略 ］

Ⅳ その他 ［ 新設 ］
１ 建設副産物の処理について ３ 建設副産物の処理について

［ 略 ］ ［ 略 ］

第 11章 路体強化工 第 11章 路体強化工

［ 略 ］ ［ 略 ］

第 12章 設計変更要領 第 12章 設計変更要領

［ 略 ］ ［ 略 ］

第 13章 排水施設の流量計算 第 13章 排水施設の流量計算

Ⅰ～Ⅱ ［ 略 ］ Ⅰ～Ⅱ ［ 略 ］

Ⅲ 確率雨量強度の算出について Ⅲ 確率雨量強度の算出について
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［ 削る ］ １ 確率雨量強度区域図

［ 削る ］ ２ 10年確率雨量強度表（第 12編）
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［ 削る ］ ３ 雨量強度式一覧表（北海道の大雨資料第 12編の確率雨量強度式）

各観測所の確率雨量強度式については、「北海道の大雨資料第 12 編のⅡ－Ⅲ 確率雨量
強度曲線図」（平成 23年４月 20日 北海道建設部河川課ホームページ掲載）によることと
する。

各観測所の確率雨量強度の算出については、北海道建設部河川砂防課のホームページに ［ 新設 ］
掲載している「北海道の大雨資料（確率雨量編）」の最新データにより算出することとする。

第 14章 設計資料 第 14章 設計資料

［ 略 ］ ［ 略 ］


